
広島市条例第１８号

令和７年３月２８日

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市条例第１

９号）の一部を次のように改正する。

別表第２中「２３」を「２４」に、「７１」を「７５」に、「１０７」

を「１１４」に、「１６８」を「１７９」に、「２１６」を「２３０」に、

「６５」を「６９」に、「１０１」を「１０８」に、「１３１」を「１４

０」に、「４３」を「４５」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。


